
大崎市役所本庁舎自動販売機設置事業者募集要項

大崎市役所本庁舎に自動販売機を設置する事業者（以下，「営業事業者」とい

う。）を募集します。

なお，この募集要項には概要のみを記載していますので，募集に参加される方

は，必ず詳細を仕様書で確認したうえで，各事項を御承知のうえ，お申込みくだ

さい。

１設置目的

施設利用者の利便性向上，災害発生時における救助活動に資することを目的

として大崎市役所本庁舎に飲料自動販売機を設置します。

２設置場所

※貸付面積には，使用電力計測用の子メーター設置寸法及び空容器の回収箱設置

場所を含みます。

３営業事業者

設置番号①と②の営業事業者は別の者とします。

４取扱商品及び販売価格

（１）取扱商品

缶・ペットボトル等の密閉式の容器に入った清涼飲料水（ジュース，茶，

水，コーヒー，紅茶及びこれらに類する商品）とし，酒類の販売は不可とし

ます。

（２）販売価格

販売価格については、標準小売価格を上回る価格での販売はしないでくださ

い。

５設置機種等（詳細は仕様書を確認してください。）

（１）缶，びん式，ペットボトル式の飲料用自動販売機とし，デザインは，営業

事業者を決定した後，機器の設置前に財政課と協議を行います。市の施策に

合ったラッピングをお願いする予定です。（公共施設に設置することを踏ま

えた意匠としてください。景観を害するおそれのあるものや，公の秩序又は

善良の風俗に反するおそれのあるものなどについては，不可とさせていただ

く場合があります。）。

（２）災害救援ベンダーとしてください。

（３）ユニバーサルデザインのものとしてください。

（４）環境に配慮したものとしてください。

設置

番号
場 所 台数 最低賃貸料（税込）

①
大崎市役所新本庁舎市民交流エリア２階

自動販売機設置場所（右側）
１台 １０３，８９０円

②
大崎市役所新本庁舎市民交流エリア２階

自動販売機設置場所（左側）
１台 １０３，８９０円



（５）複数の電子マネー（交通系ＩＣカード等）が利用できるものとしてくださ

い。

（６）電気子メーターを設置してください。

６維持管理等

営業事業者において，自動販売機の設置から商品の補充，メニューチェンジ，

空容器の回収・リサイクル，金銭管理，故障時の対応，定期的点検並びに自動

販売機内部，外観及びその周辺の清掃・美化までの自動販売機の設置管理運営

に必要な一切の維持管理業務を行っていただきます。

７応募資格要件

仕様書を確認してください。

８設置期間（①と②共通）

令和８年４月１日（設置日）から令和１３年３月３１日まで。

９申込受付期間

令和８年１月２３日（金）～令和８年２月１６日（月）※１７時１５分必着

１０質問受付期間及び回答

（１）質問受付期間

令和８年１月２３日（金）～令和８年２月９日（月）※１７時１５分必着

本件に関する質問があれば，質問書（様式２）にその内容を記入のうえ，ＦＡ

Ｘか持参してください。

（２）回答

質問収受日の翌日から起算して３営業日以内に大崎市役所ホームページに

掲載して回答します。

１１営業事業者の決定

（１）決定方法

ア 提出された応募申込書等の応募書類を審査したうえで「３応募資格要件」

を満たす者のうち，応募価格（提案賃貸料）が，「２設置条件等」で本市

が設定した

最低賃貸料以上で，第１位と第２位の金額である応募者を営業事業者に決

定します。

同額の場合には，くじで決定します。

イ 「２設置条件等」の設置番号①又は②の選択については，第１位の金額

である応募者が先に選択することとします。

（２）決定予定日

令和８年２月２０日（金）頃の予定

（３）決定後の公表

大崎市役所ホームページにおいて営業事業者の決定状況を掲載します。


